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INFORMATION

造園工事・剪定・エクステリア
お気軽にお問い合わせください

上富1764―6 ℡259―1200
http://www.daimon-zouen.co. jp

40×90mm

豊島区立三芳グランド ☏049-259-9397
三芳町上富382-1（三芳中学校となり） 受付 月～土8時～20時、日8時～18時

●ホームページ http://miyoshi. tsjpn.com/
●テニス 一般･小中高生（月～日）●サッカー幼児･小学生（火～金）

6月に入会の方 新規ご入会キャンペーン
体験レッスン受付中

入会金0円・初月月会費0円・体験レッスン0円

テニス＆サッカースクール

  上福岡駅 東口 徒歩１分  https://www.makoto-lawyer.jp

民事･離婚･相続･医療過誤･交通事故 (相談料30分3000円税込)
 借金整理･破産･個人再生･過払金請求(相談料無料)
           弁護士費用の分割のご相談にも応じます

秋山誠法律事務所 　 　弁護士２０年以上の実績

　  埼玉弁護士会　弁護士　秋 山  　誠
　　　相談予約 ☎ ０４９－２６７－８４４４
　　 ふじみ野市上福岡１－６－３８　花磯ビル３階

〒
埼玉県入間郡三芳町上富

詳しくはホームページご遺体安置所・ペットも可

で検索

フリー
ダイヤル

日本礼送

ミヨシトータルサービス株式会社

MIYOSHI 20MIYOSHI21

庁舎内 FAX 番号内訳表
フロア 内線番号 FAX 番号

1 階
120 ～ 138 274-1050
140 ～ 158 274-1101
170 ～ 190・270 ～ 272 274-1051

2 階
200 ～ 219 274-1013
220 ～ 238 274-1052
242 ～ 268 274-1009

3 階 300 番台　 274-1054
4 階 400 番台 274-1055
5 階 500 番台 274-1056
6 階 600 番台 274-1057

問住民課住民担当 内 142 ～ 146

相談種類 曜日 ( 祝日除） 時間 相談場所 連絡先
住民相談 ( 弁護士等が
相談を受けます） 第 1・3 木曜 13:15 ～ 16:30 役場 1 階住民相談室 ( 要予約） 総務課 ( 内線 404・405）

女性相談 第 2・4 金曜 11:00 ～ 15:20 役場 1 階住民相談室 ( 要予約） 総務課 ( 内線 404・405）
司法書士相談 第 3 火曜 10:00 ～ 12:00 役場 1 階住民相談室 ( 要予約） 総務課 ( 内線 404・405）
行政書士相談 奇数月第 4 水曜 10:00 ～ 14:00 役場内 ( 場所は当日掲示・要予約） 総務課 ( 内線 404・405）
行政相談
( 国の行政等への意見等 ) 偶数月第３木曜 13:15 ～ 16:30 役場 1 階住民相談室（受付 : ロビー） 総務課 ( 内線 404・405）

外国人生活相談 ①毎週月曜
②毎週木曜

① 10:00 ～ 13:00
② 13:00 ～ 16:00

ふじみの国際交流センター
( ☎相談は 269-6450） 総務課 ( 内線 404・405）

内職相談 毎週水曜 10:00 ～ 16:00 役場 2 階内職相談室 内職相談室 ( 内線 292）

消費生活相談 ①毎週月･火 ･ 木 ･ 金曜
②毎週水曜 10:00 ～ 16:00 ①役場 2 階消費生活センター

②観光産業課
①消費生活センター ( 内線 292）
②観光産業課 ( 内線 215）

子育て相談 毎週月～金曜 随時受付 各保育所・子育て支援センター 第 3 保育所☎ 258-9961
子育て支援センター☎ 258-5106

児童家庭相談 毎週月～金曜 9:00 ～ 17:00 役場 2 階こども支援課 こども支援課 ( 内線 243・244）

教育相談 毎週月～金曜 9:30 ～ 16:30 総合体育館 4 階教育相談室
電話相談は☎ 274-1023 学校教育課 ( 内線 522）

大人の健康相談 第 3 水曜 9:00 ～ 15:30 役場 1 階相談室 ( 要予約 ) 健康増進課健康長寿担当
( 内線 188 ～ 190）

こころの健康相談 第 2 火曜 14:00 ～ 15:30 地域生活支援センター ( 要予約 ) 福祉課福祉支援担当
（内線 172 ～ 175）

高齢者相談
( 介護・認知症相談 )

月～土曜
※土曜は予約制 8:30 ～ 17:15 ①みずほ苑みよし

②埼玉セントラル
①☎ 293-7341
②☎ 274-2080

高齢者リハビリ相談 月 1 回 ( 要問合せ） 9:30 ～ 11:20 保健センター ( 要予約 ) 健康増進課 ( 内線 188 ～ 190）
福祉・生活相談
生活困窮の相談 毎週月～金曜 8:30 ～ 17:15 社会福祉協議会 社会福祉協議会☎ 258-0122

不動産相談 第 2 水曜 13:00 ～ 16:00 役場 1 階相談室 ( 要予約） 都市計画課 ( 内線 236）
マンション管理相談 第 3 月曜 13:30 ～ 16:30 役場 1 階相談室 ( 要予約） 都市計画課 ( 内線 236）

6 月の土曜開庁は 5 日です。
役場（本庁）の住民・福祉・税務などの
一部窓口と各出張所を開庁しています。
ぜひご活用ください。本庁、出張所ともに
8:30 から 12:00 まで開庁しています。

三芳町役場 ☎ 049(258)0019（代表）〒354-8555 三芳町大字藤久保 1100 ｰ 1無料相談

6 月の土曜開庁は 5日 7 月の土曜開庁は 3 日
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土曜開庁は

第 1 土曜日
※年末年始除く

手話通訳者派遣事業で活躍する登録手話
通訳者の認定試験を実施します。
▶    日時：7/10 ㈯ 14:00 ～
▶    対象：次のすべての条件を満たす人
①  20 歳以上で、町または富士見市の在

住者
② 手話通訳士資格保持者または手話通訳

者全国統一試験合格者
▶    会場：富士見市市民福祉活動センター

ぱれっと
▶    申込み：申込書に必要事項を記入し、

6/7 ㈪～ 6/18 ㈮（必着）に福祉課
へ郵送または直接提出

その他：7/2 ㈮までに受験資格審査結
果通知書を郵送します。
問 福祉課福祉支援担当内 173

三芳町・富士見市登録
手話通訳者認定試験

生活になくてはならない「水」は限りあ
る大切な資源です。町では、安心・安全
なおいしい水をお届けしています。これ
を機に水のことを考えてみませんか。
問 上下水道課水道施設担当
　☎ 274-1014

6/1 ～ 7 は水道週間
生活も ウイルス予防も 蛇口から

庁舎 2 階ギャラリー
展示作品募集

役場庁舎 2 階観光産業課脇の通路スペー
スはギャラリーとなっています。
皆さんの心のこもった作品を展示してみ
ませんか？
個人・団体どちらでもけっこうです。
お気軽にお問い合わせください。
問 観光産業課商工観光担当内 214

認知症カフェ
「けやきの家」

認知症当事者、家族、介護者、認知症に
関心がある人などを対象に、オンライン
認知症カフェを開催します。
オンラインでの開催に不安な方、パソコ
ンの操作が心配な方などには操作方法の
指導なども行います。
コロナ禍における新しいつながりの形と
してご参加をお待ちしています。
▶日時：6/6 ㈰ 10:00 ～ 12:00
▶ 対象：自宅にインターネット環境があ

り、オンライン会議ソフト（Zoom）
を使える方。

▶場所：オンライン開催
▶定員：10 人程度（予約制）
▶申込み：下記へ電話で申し込み。
問  デイサービスセンターけやきの家
　☎ 257-3232

保護者等が道路における交通事故で死亡
したり、重い後遺障害で働けないため、
経済的理由で就学が困難な高等学校以上
の生徒、学生に奨学金（長期返済、無利
子）を貸与（一部給付あり）します。
▶月額：2 万円～ 10 万円
▶返還：最長 20 年
※入学一時金貸与制度、入学前の予約申
請制度あり
▶ 申込み：応募書類を取り寄せまたはイ

ンターネットよりダウンロードし提出。
問 交通遺児育英会 ☎ 0120-521286

交通遺児育英会
奨学金制度

町のスポーツイベント
年間情報
三芳町体育協会及び加盟団体
は、各種スポーツ大会・教室
を主催しています。詳細は町

のホームページ（上記二次元コードから
アクセスまたは三芳町体育協会で検索）
をご覧ください。
公民館・総合体育館でも予定表を配布し
ています。
問  三芳町体育協会事務局（MIYOSHI オ

リンピアード推進課内）内 432

子ども・子育て審議会
委員募集

▶ 対象：町内在住で子育て支援に関心があり、
年間3回程度平日の会議に出席できる人

▶任期：委嘱から2 年　▶定員：1人
▶ 申込み：6/18 ㈮までに申込書（こども支

援課・HP で入手）を下記に持参・郵送・メー
ルのいずれかで申し込み（書類選考あり）

問  こども支援課保育担当内 253
 kodomo@town.saitama-miyoshi.lg.jp

「ダメ。ゼッタイ。」
普及運動

麻薬・覚醒剤・大麻・危険ドラッグなどの
薬物乱用は自分だけでなく、家族など周り
の人たちの人生も狂わせ、社会全体に計
り知れない危害をもたらします。「ちょっと
なら…。」といった甘い考えは命取りです。
県では、「彩の国さいたま『ダメ。ゼッタイ。』
普及運動」として、薬物乱用防止を呼び
掛ける 6・26 ヤング街頭キャンペーンや
国連支援募金活動を実施します。正しい
知識を身につけ、薬物乱用を根絶しましょ
う。薬物でお困りの人は、ご相談ください。
問 朝霞保健所 ☎ 048-461-0468


